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１ 陳情の審査

（1） 陳情第１１６号 リニア工事に関連して川崎市契

約規則違反のあるＪＲ東海からの残土の受け入れ

覚書の解除を求める陳情

資  料 東扇島堀込部土地造成事業について 

参考資料 中央新幹線梶ヶ谷非常口から搬出する建設発生土の東扇島堀込部土

地造成事業への有効活用に関する覚書 

港    湾    局 

（平成３１年１月３１日） 



東扇島堀込部土地造成事業について 資料

１．事業概要

（１）現状と課題

〇コンテナ貨物量の増加に対応する用地の確保
〇主要貨物である完成自動車を保管する用地の確保
〇老朽化が進展する倉庫の建て替えに必要な用地の確保

（２）事業目的

東扇島堀込部において、海面埋立による土地造成を行い、必要な土
地を確保することにより、川崎港における港湾物流機能の強化を図る。

（３）事業概要

埋立面積：約１３．２ｈａ
埋立土量：約１４０万ｍ３
整備内容：護岸築造工事、埋立工事、基盤整備工事等
事 業 費 ：約２４０億円（うち埋立事業約２００億円）

東扇島堀込部

堀込部

航空写真

２．経 緯

H29年 6月 1日 JR東海からの建設発生土の受入要請

8月28日 受入要請に対する本市の回答
発生土の東扇島堀込部土地造成事業への有効活用に関する
覚書の締結

H30年 3月 1日 公有水面埋立免許の取得・告示
3月20日 東扇島堀込部土地造成事業に伴う川崎市と東海旅客鉄道株

式会社との基本協定締結
H30年 7月19日 公有水面埋立工事着手

４．事業スケジュール（予定）

完成自動車保管状況川崎港コンテナ貨物量推移

H30.10月撮影

※コンテナなど需要動向の把握に努めながら、埋立事業の進捗や実行計画等の策定に合せて、土地利用計画を策定した上で、基盤整備等を実施する。

３．覚書について

本覚書は、建設発生土を東扇島堀込部土地造成事業に有効活用するため、
川崎市とＪＲ東海が協力することについて基本的な事項を定めたものであり、
その中で、解除することについては次のとおり規定している。
〇公有水面埋立法に基づく埋立免許が取得できず、護岸築造等の工事に着手
できない場合
⇒ 埋立免許を取得し、護岸築造等の工事に着手しており該当しない
〇相手方が本覚書に定められた義務の履行を怠り、また、相当の期間におい
て催告を行ったにもかかわらず、その履行が果たされない場合
⇒ 川崎市とJR東海は、それぞれの義務の履行を果たしており該当しない

H29 H30 H31 H32 H33 H34～36 H37～39 H40
（2017） （2018） （2019） （2020） （2021） （2022～24） （2025～27） （2028）

土地造成事業

公有水面埋立免許

埋立事業

基盤整備事業

☆出願 取得

第１期実施計画 第２期実施計画 第３期実施計画 次期計画

★ 竣功

護岸築造工事

埋立管理

発生土の搬入

基盤整備等

完了

★ 土地利用の推進

項目

年度

☆ 覚書締結

☆
基本協定

締結

建設発生土を埋立用材として有効活用することは、財政負担の
軽減、埋立用材の安定確保により早期の土地造成が可能である
と判断し、JR東海と連携して事業を推進することを決定
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